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　　　　　　 平成３０年年間結果
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＊   調 査 免許 １２月中 １２月末（累計） ＊ 免許人口 ＊

番   区 分 人口 　 飲酒運転 飲酒運転 ＊ 飲酒以外 　 飲酒運転 飲酒運転 ＊ 参考 飲酒以外 総点 1,000人あたりの 順位
号   市町村 H29/12末    違反件数 事故件数 計 死亡事故    違反件数 事故件数 計 前年 増減 死亡事故 数 点数 ＊

＊   区　分＊ ① 酒酔い 酒気帯び 負傷 死亡 ＊ 件数 酒酔い酒気帯び 負傷 死亡 ＊ 同期 件数 件数 ② ②/①×1,000 ＊ 　  順　位　表

1 秋田市 206,699 6 2 8 1 88 10 1 100 101 -1 4 139 0.672 11 1 上小阿仁村

2 能代市 36,035 0 1 3 0 0 4 14 -10 1 7 0.194 4 1 大潟村

3 横手市 61,670 3 3 1 19 1 0 21 22 -1 2 29 0.470 8 1 東成瀬村

4 大館市 47,506 1 1 1 17 2 0 20 22 -2 3 33 0.695 12 4 能代市

5 男鹿市 18,663 0 1 10 0 0 11 5 6 1 14 0.750 15 5 三種町

6 湯沢市 30,650 3 3 2 1 16 0 0 17 11 6 3 26 0.848 17 6 羽後町

7 鹿角市 20,604 0 0 7 1 0 8 6 2 10 0.485 9 7 藤里町

8 由利本荘市 52,942 1 2 3 1 31 0 0 32 21 11 2 38 0.718 14 8 横手市

9 潟上市 22,688 1 1 0 11 1 0 12 9 3 3 23 1.014 21 9 鹿角市

10 大仙市 57,021 1 1 1 1 28 4 0 33 16 17 7 62 1.087 22 10 小坂町

11 北秋田市 20,844 0 3 7 0 1 11 7 4 1 21 1.007 20 11 秋田市

12 にかほ市 17,169 0 0 6 0 0 6 7 -1 2 12 0.699 13 12 大館市

13 仙北市 17,929 1 1 0 11 0 0 11 2 9 2 17 0.948 18 13 にかほ市

14 小坂町 3,349 0 0 2 0 0 2 3 -1 2 0.597 10 14 由利本荘市

15 上小阿仁村 1,416 0 0 0 0 0 0.000 1 15 男鹿市

16 藤里町 2,177 0 0 1 0 0 1 1 1 0.459 7 16 美郷町

17 三種町 11,838 0 0 3 0 0 3 3 3 0.253 5 17 湯沢市

18 八峰町 4,931 1 1 0 3 0 0 3 1 2 1 6 1.217 23 18 仙北市

19 五城目町 6,198 0 1 1 1 0 3 2 1 1 8 1.291 24 19 八郎潟町

20 八郎潟町 4,083 0 0 1 1 0 2 1 1 4 0.980 19 20 北秋田市

21 井川町 3,301 0 0 0 0 1 1 1 8 2.424 25 21 潟上市

22 大潟村 2,416 0 0 0 0 0 2 -2 0.000 1 22 大仙市

23 美郷町 14,054 0 0 8 0 0 8 4 4 1 11 0.783 16 23 八峰町

24 羽後町 10,469 0 0 3 0 0 3 3 3 0.287 6 24 五城目町

25 東成瀬村 1,739 0 0 0 0 0 0.000 1 25 井川町

(市町村計) 676,391 1 18 3 0 22 3 12 276 21 3 312 262 50 34 477 0.705

県外 * 1 1 0 9 1 0 10 9 1 2 *  * 

合計 * 1 19 3 0 23 3 12 285 22 3 322 271 51 36 *  * 

　　　　　　４　この結果表のデータは発表日現在の暫定値です。活用される際は御留意願います。

　　　　　　１　県では、県民一人ひとりに「飲酒運転はしない、させない」という自覚を促すため、年単位で市町村ごとに飲酒運転追放等の競争を

　　　　　　　実施しております。本資料は、その途中経過を月ごとに表したものです。

　　　　　　２　総点数②は、飲酒運転による違反（酒酔い・酒気帯び）は１件１点、飲酒運転による事故の負傷は１件３点、死亡は８点、飲酒運転

　　　　　　　を除く死亡事故は１件３点の換算で算出しています。 

　　　　　　３　詳しくは、県庁県民生活課 交通安全班（電話：018-860-1523）にお問い合わせください。


